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Ⅰ はじめに 
 

幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時

期であるとともに、生活環境がその後の心身の発達に重大な影響を及

ぼす時期でもあります。この時期に、家庭や地域社会、身近な自然と

のふれあいなど、様々な環境との関わりの中で、感性・知性・社会性

などの基盤の形成や、創造性や道徳性を培い、健全に育っていこうと

する子どもたちにとって、適切な教育を受けることがとても重要なこ

とです。 

 しかしながら、近年、核家族化や少子化の進行、ライフスタイルの

多様化により、幼児を取り巻く家庭環境や地域社会とのかかわりも大

きく様変わりし、身近な自然との触れ合いや、子ども同士の触れ合い

も希薄となり、集団行動を通しての集中力や、忍耐力が十分でないな

どの問題が指摘されています。また、若い親たちの中には、子育てに

対する自信や気力をなくすなど、子育てについて相談できる家族や友

人が近くにおらず、孤独感を深めているなどといった状況が問題化さ

れ、幼児教育と併せて、子育て支援の重要性や集団保育や体験的活動

を行う幼稚園・保育所に対する期待が高まっています。 

国においては、近年の幼児を取り巻く環境の変化や保護者や地域社

会のニ－ズの多様化などに対応するために、様々な施策方針や指針等

が出されました。幼稚園においては、平成１０年に幼稚園教育要領が

改正され、平成１２年度から新教育要領に基づいた教育が実施され、

保育所についても、平成１３年度から新保育指針によった保育が始ま

りました。こういう状況の中であらためて、家庭教育や乳幼児教育の

重要性が再認識され、この動向にあわせた新たな振興施策として国が

平成１３年度に「幼児教育振興プログラム」を策定しました。 
 こうした国の動きをうけて、福島町においても、平成１８年度から

平成２６年度までを期間とする「第４次福島町総合開発計画」の中で、

学校・地域・家庭の教育を充実させるための施策を計画しました。 

そして今回福島町では、幼稚園、保育所、学校関係者及び関係行政

機関との意見交換をしながら、幼稚園と保育所、小学校との連携など、

これからの幼児教育に必要な基本方針と具体的な取組みを推進するた

め、福島町幼児教育のあり方を策定することにしました。 
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Ⅱ 幼児教育に関わる諸情勢について 
 
 
(１) 少子高齢化による変化 
  
日本社会は世界に例をみないほどの高齢化が進行しています。当町においても、

本年６月末の人口５，６７６人のうち６５歳以上１，８６６人で全人口の 
３２．８８％を占めています。 
 また、近年の出生数については、結婚・出産年齢期人口の減少などから急激に低

下しており、昭和６０年度に１１９人、平成元年度に６７人、平成１０年度には 
４７人で、さらに平成１８年度においては２０人と依然として減少傾向が続いてい

ます。 
 このように高齢化や少子化は、あらゆる面で当町にさまざまな影響を及ぼしてい

る要因になっています。 

 
 
 
○ 平成１９年７月１日現在の人口・世帯数 

 

区     分 ０歳～１９歳 ２０歳～３９歳 ４０歳～６４歳

総 人 口 割 合 

総 世 
帯 数 

区 
  分 人口 割合 人口 割合 人口 割合 

男 2,675 47.13％ 男 374 13.98％ 501 18.73％ 1,026 38.36％

女 3,001 52.87％ 女 410 13.66％ 407 13.56％ 1,092 36.39％

計 5,676  100％

 
2,438 

合計 784 13.81％ 908 16.00％ 2,118 37.32％

 
 

６５歳以上 ７０歳以上 ７５歳以上 ８０歳以上 ８５歳以上 区 
  分 人口 割合 人口 割合 人口 割合 人口 割合 人口 割合 

男 774 28.93％ 551 20.60％ 328 12.26％ 165 6.17％ 54 2.02％
女 1,092 36.39％ 831 27.69％ 571 19.03％ 337 11.23％ 154 5.13％
合計 1,866 32.88％ 1,382 24.35％ 899 15.84％ 502 8.84％ 208 3.66％
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○ 出生数の推移（年度別） 
 

区   分  S 5 1  S 5 5  S 6 0 H １ H ２ H ３ H ４ H ５ H ６  H ７  H ８

出 生 数 ( 人 )  2 1 1  1 5 0  1 1 9 6 7 7 3 7 0 4 7 6 4 5 6  4 2  4 8

 

区   分  H ９  H 1 0  H 1 1 H 1 2 H 1 3 H １ 4 H 1 5 H １ 6  H 1 7  H 1 8  

出 生 数 ( 人 )  4 0 4 7  2 8  4 1  3 8  2 9  2 6  3 7  2 7  2 0  

 
 
 

(２) 社会環境による変化 
 
 女性の社会進出、核家族化、少子化、都市化など、幼児を取り巻く社会の変化は、

幼児期に体験すべき大切な学習の機会を減少させています。 
 特に、女性の社会進出に伴う保育や子育て支援は、行政は勿論、地域社会全体で

取り組むべき課題であります。 
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Ⅲ 福島町における幼児教育の現状と課題などについて 
 

現在、福島町には私立幼稚園１園・町立幼稚園１園・町立保育所１所があり、乳

幼児の保育及び教育を行っています。また、保育所においては、働く親の支援や保

育ニ－ズへの対応のため、一時保育、延長保育、未満児保育、障害児保育などの保

育の充実や、育児不安の解消や仲間づくりのための母親による遊びの広場の開設や、

子育て支援センタ－などが整備されました。 
特に、保育・育児の経験者などの地域の人材を活用することをはじめ、保護者が

施設や支援事業を幼児教育や子育てのために有効に活用できるよう、それらに関す

る情報の提供と体制の充実が課題となっています。また、町内のボランティア組織

「福島町せわずき・せわやき隊」など地域の各種団体と連携協力しながら、地域全

体で子育て支援に取り組む必要があります。 

しかしながら、近年の核家族化の進行や共働き家庭の増加、ライフスタイルの多

様化などにより乳幼児を取り巻く環境の変化や子育て意識の希薄さ、地域における

教育力の低下などの問題が指摘されており、今後さらに幼稚園・保育所や学校およ

び地域と家庭が一体となった教育活動に取組み、また家庭・地域・関係団体等の連

携も図りながら、子どもたちが伸び伸びと育つ環境づくりを進めていく必要があり

ます。 
 
 
(１) 施設の状況 
  
町立吉岡幼稚園は、昭和 49 年に創設され、33 年を経過し、８９４人の卒園児を

出しています。現在３歳児７人、４歳児３人、５歳児３人の計１３人が入園してい

ます。 
 私立福島幼稚園（学校法人福島キリスト教学園）は、昭和３０年に創設し、５２

年の歴史を持ち、１，８１６人の卒園児を数えています。現在３歳児３人、４歳児

４人、５歳児８人の計１５人で、私立の特色を生かした教育を行っています。 
 町立福島保育所は、昭和５０年に創設され、その後昭和５４年に白符保育所、昭

和５６年に吉岡保育所が設置されましたが、白符・吉岡ともに閉所となり、現在は

平成１４年１月新築オープンの同所のみとなっています。 
同保育所の修了児数は９３４人で、現在０歳児１人、１～２歳児１３人、３歳児

９人、４歳児２１人、５歳児２１人の計６５人の乳幼児が入所しています。  
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○ 平成１９年７月１日現在の入園・入所状況 
園 名 区  分 ３歳児(人) ４歳児(人) ５歳児(人)  計 (人) 教諭数 (人) 

園 児 数 ７ ３ ３ １３ 町立 
吉岡幼稚園 学 級 数 １ １ ２ 

３ 
(臨時１) 

 

園 名 区  分 ３歳児(人) ４歳児(人) ５歳児(人)  計 (人) 教諭数 (人) 
園 児 数 ３ ４ ８ １５ 私立 

福島幼稚園 学 級 数 １ １ ２ 

４ 

 

所 
名 

区 
 分 

０歳児 
(人) 

1～２歳 
児(人)

３歳児

(人)
４歳児

(人)
５歳児

(人) 
計(人) 保育士 

数(人) 
幼 児 数 １ １３ ９ ２１ ２１ ６５ 町立 

福島保育所 クラス数 １ １  １ １  ４ 

５ 
(臨時 6) 

 
 
○ 平成１９年６月末現在の幼児数                 （単位：人） 

区分 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 
吉岡 男 2 

女 3＝5 
男 3 
女 4＝7 

男 2 
女 4＝6 

男 8 
女 2＝10 

男 2 
女 2＝4 

男 2 
女 1＝3 

男 19 
女 16＝35 

福島 男 5 
女 13＝18 

男 10 
女 8＝18 

男 9 
女 12＝21

男 12 
女 10＝22

男 10 
女 19＝29

男 16 
女 15＝31 

男 62 
女 77＝139

 計 男 7 
女 16＝23 

男 13 
女 12＝25 

男 11 
女 16＝27

男 20 
女 12＝32

男 12 
女 21＝33

男 18 
女 16＝34 

男 81 
女 93＝174

 

 

(２) 吉岡幼稚園閉園(予定)について 
 
吉岡幼稚園の適正な運営については、少子化に伴う園児数の減少や自立プランに

おける意見提言を踏まえて、平成２０年３月３１日の閉園（予定）に向けて、保護

者などと閉園後の園児の受入先などの課題の解消に向けた話し合いを行ってきた

ところです。 
なお、吉岡幼稚園が閉園されることにより、福島町における公立の幼稚園が無く

なり、また、吉岡地区においては、保育所及び幼稚園施設が皆無となります。 
このようなことから、吉岡幼稚園の閉園後の園児の受け皿は、私立福島幼稚園と

福島保育所の２箇所となり、町は在籍園児に対する一時的な輸送手段の確保や新た

な経費負担の発生に対する軽減などの対策を講じるなど、園児のスム－ズな移行に

向けて支援する必要があります。 
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(３) 認定子ども園について 
 
急激な少子化の進行により、子どもの健やかな成長にとって大切な集団活動や異

年齢交流の機会が不足していることを受けて、平成１８年１０月に「就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」いわゆる「認定こど

も園法」が施行され、多様化する教育・保育ニ－ズに対応した認定こども園が制度

化されました。 
認定こども園の状況を見ると、入園児数が減少しつつある幼稚園での関心が高く、

特に私立幼稚園に設置意向が高いように見受けられます。 
なお、検討過程の中で、福島保育所における認定こども園の開設に関する意見が

ありましたが、現状の福島保育所の幼児数は、ここ数年定員（６０人）を超える受

け入れをしており、現施設での対応は面積的な問題から困難なものがあります。 
また、自立プランにおける役割分担の方向性を踏まえ、民間でできるものは民間

でという考えの下、幼稚園教育は引き続き、私立福島幼稚園に役割を担ってもらう

こととなります。 
なお、今後の課題として、少子化がさらに進み、私立福島幼稚園の閉園や福島保

育所の定員割れが生じる恐れがあり、将来に向けて福島保育所における認定こども

園の開設の可能性を検討する必要があります。 
 
 

(４) 私立福島幼稚園の役割と支援 
 
幼稚園教育において、私立福島幼稚園が果たしてきた役割は大変大きなものがあ

り、創立当初から、その教育方針とともに福島町における先進的な役割を担ってき

たところです。 
 今後は、私立福島幼稚園が持つ特色を生かし、切磋琢磨しながら望ましい園づく

りをすることが大切であり、さらに活性化し、特色ある幼稚園運営が期待されます。 
このような状況から、町では昭和５３年から私立幼稚園管理運営費補助金交付要

領に基づき運営費の一部を助成してきた経緯を踏まえ、今後とも福島町内の幼児教

育のため一層努力していただくことを含めて、町の助成を継続して支援していくこ

とが望ましい。 
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Ⅳ 基本的な考え方について 

 

（1）基本理念… 人間としてたくましく生きるための幼児 

        教育の推進 

 

（2）推進の柱… 1 教育内容の充実 

         2 教育環境の充実 

         3 家庭と地域が一体となった教育の推進 

 
 
 福島町では、「次世代育成支援行動計画」を踏まえ、基本理念を「人

間としてたくましく生きるための幼児教育の推進」とし、その理念を

実現するために３つの推進柱に基づいて、それぞれ基本方針を立て、

重点的な取組みを定めました。 
 具体的な取組みにあたっては、保育所所管の子育て支援グル－プと

の連携・協力はもとより、幼稚園や保育所と一体となって推進します。 
 また、幼稚園・保育所においては、それぞれの実情に即した教育課

程・保育計画等を作成し、幼児教育充実のための具体的な取組みを進

めることが期待されます。 
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Ⅴ 基本方針と重点的な取組みについて 
 

１ 教育内容の充実 
 

基本方針（1）生きる力の基礎を担う教育の充実 
 
幼稚園・保育所はそれぞれ設置目的や制度などの違いはありますが、幼児期の子

どもたちの特性を生かし、様々な体験を重ねながら人として生きていくための基礎

となる力を育む場となっており、幼稚園教育要領・保育所保育指針に基づいて、幼

児期にふさわしい遊びや生活を充実させ、バランスのとれた心と体の育成が望まれ

ています。 
生涯にわたる人間形成の基礎が培われる重要な時期である幼児期において育て

ておくべきものを見失わないように、幼児教育を推進していくことが重要です。 
幼児教育が担う「生きる力の基礎」とは、「興味や関心をもって物事に夢中にな

って取り組む力」「自分や周りの人々を好きになり、自分からかかわる力」「たくま

しく生きるための健康や体力」であると考えます。 
 こうした「生きる力の基礎を培う」ために、幼児と教諭や保育士の信頼関係のも

とで、幼児が自分の思いを十分発揮できるよう教育内容を充実させます。 
  

重点的な取組み 

 ① 教育課程・保育計画の充実 
   ○ 「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」の理解の推進 
   ○ 計画的、具体的な幼児教育の取組みの推進 
② 健康な心と体を育む活動の充実 

   ○ 基本的な生活習慣の定着 
   ○ 戸外で体を動かす活動の充実 
③ 人とかかわる力を育む活動の充実 

   ○ さまざまな人とかかわる活動の充実 
   ○ 道徳性の芽生えを培う活動の充実 
④ 豊かな感性や知的好奇心を育む活動の充実 

   ○ 心を動かす体験の充実 
   ○ 興味関心を高める環境の充実 
⑤ 豊かな言葉を育む活動の充実 

   ○ 絵本などに親しむ活動の充実 
   ○ 話す・聞く態度の育成
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基本方針（2）特別支援教育の推進 

 
 
 障害などにより支援や配慮が必要な幼児とその保護者などに対して、乳幼児期か

ら教育・医療・保健・福祉など一体となって支援を行うことが重要であり、そのた

めの一貫した相談・支援体制を整備することが必要です。 
 支援や配慮が必要な幼児に対して、小学校等における教育的な支援の取組みにつ

ながるように、幼稚園や保育所においても、特別支援教育に関する園・所内研修な

ど教諭・保育士の研修を充実させます。 
 
 

重点的な取組み 

 
 ① 特別支援教育の充実 
   ○ 教諭・保育士の専門性を高める研修の充実 
   ○ 支援や配慮が必要な幼児の状況に応じた個別の指導計画による指導の 

充実 
   ○ 関係機関との連携の強化 
② 幼児と保護者の支援体制の充実 

   ○ 園・所全体で取り組む支援体制の充実 
   ○ 乳幼児期からの相談・支援体制づくり 
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基本方針（3）教諭・保育士の指導力の向上 

 
 
 園・所内、園・所外研修を充実することなどにより、教諭・保育士の研修意欲を

高めながら、指導力の向上を図ることが必要です。 
 教諭・保育士は、保育者としての幼児の発達を理解し、活動の場面に応じて適切

に指導することができるよう、専門的な指導力を高めることが大切です。 
 さらに、家庭や地域との連携を図りつつ、教育活動を展開する力、「親育ち」を

支援する力、保護者や地域の人々に幼児教育の重要性を発信する力なども求められ

ています。 
 また、幼児にとって最大の環境である教諭・保育士は、常に豊かな人間性や教養

を高めることも必要です。 
 指導力の向上を自らの課題として十分に認識し、研修内容の充実を図ります。 
 
 

重点的な取組み 

 
① 計画的な園・所内研修 

○ 指導方法の工夫改善 
○ 自己評価・自己点検に基づく研修目標の設定 

② 専門的な園・所外研修の充実 
○ 幼保の合同研修会などへの参加の促進 
○ 経験年数や課題に応じた研修内容の工夫・充実 

③ 保護者や地域に対する支援のための能力の育成 
○ カウンセリングマインド(保護者の気持ちを受け止めて指導・助言が 
できる力)の養成など基礎的な能力の育成 

○ 保護者や地域の人々に向けた公開保育や講演会の実施 
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基本方針（4）幼稚園と保育所との連携の推進 

 
 
 幼児教育の充実のために、幼稚園と保育所の相互理解を深めることが必要です。 
 幼稚園と保育所とが連携することで、幼児の発達を踏まえた、より充実した教育

を行うことが可能となると考えます。 
そのために、教諭・保育士が積極的に交流し、「幼稚園教育要領」や「保育所保

育指針」の趣旨や内容について相互理解を深めるとともに、創意ある教育課程・保

育計画を作成し、より良い内容となるようその見直しを図ります。 
 また、地域の実態に応じて幼児同士の交流の仕方を工夫します。 
 
 

重点的な取組み 

 
① 幼稚園・保育所の教育内容の相互理解と課題の共有化 

○ 教諭・保育士の研修会への相互参加 
○ 発達の過程に応じた幼稚園・保育所の共通カリキュラムの作成 

② 教諭と保育士の交流促進 
○ 相互の施設における保育体験などの交流活動の促進 
○ 教諭・保育士の合同研修などの充実 

③ 幼児同士の交流活動の促進 
○ 合同行事や合同活動の実施 
○ 園・所庭、プ－ルなど施設設備の相互利用の促進 
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基本方針（5）幼稚園・保育所と小学校との連携の推進 

 
 
 幼児期から学童期への一貫性のある教育内容とするためには、幼稚園・保育所と

小学校が、教職員同士の相互理解を図りながら連携し、地域の特性を活かした教育

課程・保育計画となるようその内容を見直し、指導の工夫改善に努めます。 
 幼児期から学童期に教育的な指導や支援が円滑に行われるために、幼稚園・保育

所と小学校とが十分に意見交換するなど、課題や情報の共有化に努めます。 
 
 

重点的な取組み 

 
① 幼児教育と小学校教育との相互理解と課題の共有化 

○ 幼児教育から小学校教育へのつながる体系づくり 
○ 子どもに関する情報の共有化 

② 教諭・保育士と小学校教員との交流促進 
○ 相互の保育や授業への参観などの促進 
○ 教諭・保育士と小学校教員との合同研修の実施 

③ 幼保小連携教育の促進 
○ 合同行事や合同活動の実施 
○ 園・所庭、プ－ルなど施設設備の相互利用の促進 
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２ 教育環境の充実 
 

基本方針（1）子育て支援体制の整備

 
 
 子どもの健やかな成長のためには、親自身が子育てに自信と喜びを感じ、ゆとり

をもった子育てができるよう支援することが必要です。 
 幼稚園・保育所がもつ「親と子が共に育つ場」としての機能や特性を子育て支援

に活かすためには、関係機関が相互に連携した子育て支援ネットワ－クづくりとと

もに、高齢者など地域の子育て支援の担い手となる人材を育成します。 
 また、幼児虐待などで個別の配慮や支援が必要な幼児のために、福祉・教育・医

療・保健などが連携して地域ぐるみの支援体制の整備を推進します。 
さらには、幼児の豊かな体験活動を促す施設や環境整備の充実を図ります。 

 
 

重点的な取組み 

 
① 子育て支援センターとの連携 

○ 地域の子育て支援の拠点としての幼稚園・保育所の活用 
○ 幼稚園・保育所における子育て相談の実施 

② 地域の人材の育成 
○ 高齢者を含め、育児経験者を地域の子育て相談役として活用 
○ 小中高生及び若い世代を幼児に関わるボランティア活動などを通して

育成 
③ 子育て支援ネットワ－クづくり 

○ 子育てサ－クルの育成 
○ 幼児虐待の早期発見と児童相談所などと連携した取組みの充実 
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基本方針（2）「親の集い」の場の充実 

 
 
 保護者が家庭教育の重要性を認識し、教育に関する適切な情報をもち、心にゆと

りをもった子育てができるよう、家庭教育の支援が必要です。 
 子育てについて不安や悩みをもっている保護者が増えており、家庭や地域で子育

てをしている未就園・所児の保護者を含めて、幼稚園・保育所が、家庭や地域の子

育てを支援することなどの取組みが求められています。 
 保護者同士が気軽に集うことができる場を設定し、子育てについて話し合う場を

充実させます。 
 また、父親の子育てに対する意識の高揚を図ります。 
 
 

重点的な取組み 

 
① 保護者の交流の場づくり 

○ 気軽に保護者同士が交流できるような場や活動の工夫 
○ 親子が一緒に参加できる活動の工夫 

② 保護者への学習機会の提供と充実 
○ 園・所だよりやホ－ムペ－ジなどによる子育て情報の発信 
○ 子育てに関する研修会の実施 

③ 施設開放などによる保護者支援の充実 
    ○ 未就園・所児などに対する園・所開放などによる支援の充実 
    ○ 「絵本の読み聞かせ」など保護者ボランティアの保育参加の促進 
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基本方針（3）幼稚園・保育所運営の弾力化 

 
 
 幼稚園・保育所は、幼児教育の専門的な施設であること、幼児をもつ保護者との

つながりがあることなどの機能や特性を活かして、保育時間の見直し等保護者や地

域の多様なニ－ズに対応することが求められています。 
 子育てをめぐる不安や孤立感の高まりなど様々な課題に対して、幼稚園・保育所

が家庭や地域との連携を深め、積極的に子育てを支援していくことが必要です。 
 子育て支援の取組みにおいては、保護者同士、親子が一緒に活動する機会を工夫

するなど、「親と子が共に育つ場」をつくります。 
 
 

重点的な取組み 

 
① 多様な保育・支援の充実 
  ○ 親子が一緒に参加できる活動の工夫  
② 預かり保育の充実 
  ○ 家庭的な雰囲気を大切にするなど預かり保育の内容の充実 
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３ 家庭と地域が一体となった教育の推進 
基本方針（1）地域に支えられた幼稚園・保育所づくりの推進

 
 
 幼児との交流は、中学生・高校生にとっても、年下の子どもと接する楽しさを実

感し、親の役割や男女の協力による子育て等について考える機会などにもなります。 

また、地域の高齢者などと交流することで、幼児は、地域の文化や知恵に触れ、地

域の良さを感じることができます。 
 豊かな教育環境をつくり幼児の体験の幅を広げるために、恵まれた自然・文化な

どの地域資源を活用し、地域の人々などとの交流を積極的に推進します。 
 また、地域の人々が、幼稚園・保育所あるいは幼児に関心を持ち、かかわってい

くことは、地域と幼稚園・保育所との結びつきを強め、地域全体で幼児教育の取組

みを活性化することにつながります。 
 教育活動のより一層の充実に向けた取組みを進めるために、教育活動やその成果

などを積極的に情報発信するとともに、外部からの意見や評価を教育活動などに反

映させていきます。 
 さらには、幼稚園・保育所の教育活動などを通じて、地域の人々に幼児教育の重

要性を理解してもらうことや地域の子育て支援の力となる人材の育成を図ります。 
 

重点的な取組み 

 
① 地域資源の積極的な活用 

○ 地域の自然や伝統文化と触れ合う、体験活動の充実 
○ 地域にある公園、福祉センタ－図書室などの積極的な活用促進 

② 異年齢・異世代交流の促進 
○ 幼・保・小・中・高の連携の推進 
○ 高齢者との交流や特別養護老人ホ－ム陽光園などへの訪問による交流 
の促進 

③ 地域人材の協力体制づくりの推進 
○ 地域の人々を研修会、講演会などにおける指導者として活用 
○ 高齢者など育児経験者を地域の子育て相談役として活用 

④ 教育活動などの情報発信と外部評価の活用 
○ ホ－ムペ－ジなどによる地域に向けた教育活動やその成果などの情報 
発信 

○ 自己点検・自己評価及び外部評価を活用した教育活動の改善 
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Ⅵ 計画推進にあたって 
 

幼児教育に必要な基本方針と具体的な取組みを推進するために策定

された「福島町における幼児教育のあり方について」が、効果的に実

現されていくためには、幼児教育に携わる関係者が互いに協力し合い

推進していく必要があります。 

また、「福島町における幼児教育のあり方について」の推進を図るう

えで、幼児教育に関する国の施策の変化や、地方分権の動きなどを的

確に捉えるとともに、第４次福島町総合開発計画や福島町次世代育成

支援行動計画などとの整合性を図りながら実施していきます。 
加えて、将来における町内の幼児教育にかかわる問題や課題などを

話し合うため、各団体や保護者等の構成からなる「教育懇談会」など

を設ける必要があります。 
 
 
 
 
 

Ⅶ あとがき 

当策定会議では、主に福島町における幼児教育のあり方等について

審議を重ね、途中、吉岡幼稚園の閉園(予定)にかかる意見も参考として

聴取するなどして報告書をまとめることができました。 
幼稚園や保育所を取り巻く現状は、歴史的な経緯やその地域が抱え

ている問題等に深くかかわっており、多くの課題を全て解決すること

は困難でありますが、幼児数の見通しや施設ごとの情勢等をみながら、

十分に配慮し進めていくことが必要であります。 
最後に、この報告書が福島町の幼児教育の振興等に資することを願

っております。 
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資料１ 
    「福島町幼児教育のあり方」策定会議設置要綱 

 
（設置） 
第１条 「福島町幼児教育のあり方」を策定し、町民とともに目指す幼児教育を推 
進することを目的に、福島町幼児教育のあり方策定会議（以下「策定会議」とい 
う。）を設置する。 

（所掌事務） 
第２条 策定会議は、次の各号に掲げる事項を検討する。 

(1) 幼児教育のあり方に関すること。 
(2) その他幼児教育に係る事項に関すること。 

（組織） 
第３条 策定会議は、委員１３人以内で組織し、次の各号に掲げる施設・団体から 
の推薦により、教育長が指名する。 
(1) 吉岡幼稚園・父母 1 名、教諭１名 
(2) 福島保育所・父母 1 名、保育士１名 
(3) 福島幼稚園・父母 1 名、教諭１名 
(4) 吉岡小学校・父母 1 名、教員１名 
(5) 福島小学校・父母 1 名、教員１名 
(6) 町民課福祉グル－プ職員・2 名 
(7) その他・1 名 

２ 教育長は、策定会議のオブザ－バ－として教育委員２名を指名する。 
（会長及び副会長） 
第４条 策定会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、策定会議を代表する。 
３ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 
（会議） 
第６条 策定会議は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 策定会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 
議長の決するところによる。 

（庶務） 
第７条 策定会議の庶務は、教育委員会において処理する。 
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別 
に定める。 

附 則 
この要綱は、平成１９年６月８日から施行する。 
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資料２ 
「福島町幼児教育のあり方」策定会議 

 
○策定会議の委員構成 
 

団  体  名 職     名 氏   名 摘  要 
主任教諭 金 谷 真理子  
ＰＴA 役員 本 庄 丈 晴  

吉 岡 幼 稚 園 

ＰＴA 会計 鍋 谷 麻裕子  
主任保育士 金 谷 恵理子  福 島 保 育 所 
保護者会長 木 村 亙 哉  ○副会長 
主任教諭 河 合 ゆき江  福 島 幼 稚 園 
母の会副会長 馬 躰 智 穂  
校 長 浜 田   寛  吉 岡 小 学 校 
ＰＴA 会長 平 沼 竜 平  ◎会 長 
校 長 冨 樫 廣 幸  福 島 小 学 校 
ＰＴA 監査 木 村 麻 子  
総括主査 鳴 海 清 春  町民課福祉グル－プ 
主 任 村 田 洋 臣  

 
 

教育委員 熊 野 茂 夫  オブザ－バ－ 
教育委員 川 合 正 子  

 
 
教育委員会 教育長  金 谷   裕  

 
 

教育次長 木 村     修  事務局(学校教育Ｇ) 
総括主査 飯 田 富 雄  
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資料３ 
「福島町幼児教育のあり方」策定までの経過 

 
年 月 日 内      容 

 
平成１９年 ６月 ８日 

 
・「福島町幼児教育のあり方」策定会議設置要綱制定 
 

 
 
平成１９年 ６月２８日 

 
・会長及び副会長の選任について 
・幼児教育のあり方策定スケジュ－ルについて 
・幼児教育のあり方の構成について 
 

 
 
平成１９年 ７月２６日 

 
・幼児教育に関わる諸情勢について 
・福島町における幼児教育の現状と課題について 

(課題に対する意見交換や提言) 
 

 
平成１９年 ８月２３日 

 
・基本的な考え方について (基本理念・推進の柱) 
・基本方針と具体的な取組みについて (項目ごと) 
 

 
平成１９年 ９月２７日 

 
・基本的な考え方について 
・基本方針と具体的な取組みについて 
 

 
平成１９年１０月１１日 

 
・幼児教育のあり方（素案）について 
 

 
平成１９年１０月２９日 

 
・幼児教育のあり方（最終案）について 
  (会長より報告書を教育長へ提出) 
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参考資料 
          幼稚園と保育所の主要な比較 

 
事 項 幼  稚  園 保  育  所 

管 轄 文部科学省 厚生労働省 

根拠法令 学校教育法第 1 条 児童福祉法第 7 条 

目 的 「幼児を保育し、適当な環境を与えて、

その心身の発達を助長すること」 
(学校教育法第 77 条) 

「日々保護者の委託を受けて、保育に欠

けるその乳児又は幼児を保育すること」

(児童福祉法第 39 条) 
対 象 満 3 歳から小学校就学の始期に達する

までの幼児 
(学校教育法第 80 条) 

保育に欠ける乳児(１歳未満)、 
幼児(１歳から小学校就学の始期まで) 
(児童福祉法第 4 条・第 39 条) 

設置者 国、地方公共団体、学校法人等 
(学校教育法第 2 条・第 102 条) 
 設置許可：市町村立幼稚園は都道府

県教育委員会、私立幼稚園は都道府

県知事 

地方公共団体、社会福祉法人等 
(児童福祉法第 35 条) 
設置許可：都道府県知事 

 
 

設置の基準 幼稚園設置基準 
(学校教育法施行規則第 74 条) 

児童福祉施設最低基準 
(児童福祉法第 45 条) 

教育・保育

内容 
幼稚園教育要領 
(学校教育法 79 条) 

保育所保育指針 
(児童福祉施設最低基準第 35 条) 

1 日 の 教

育・保育時

間 

4 時間を標準として各園で定める。 
(39 週以上) 
(幼稚園教育要領・学校教育法施行規則

第 75 条) 

8 時間を原則とし、保育所長が定める。

(約 300 日) 
(児童福祉施設最低基準第 34 条) 

目 標 
 

① 健康で、安全で幸福な生活のため

の基本的な生活習慣・態度を育て、

健全な心身の基礎を培うようにす

ること 
② 人への愛情や信頼感を育て、自立

と協同の態度及び道徳性の芽生え

を培うようにすること 
③ 自然などの身近な事象への興味や

関心を育て、それらに対する豊か

な心情や思考力の芽生えを培うよ

うにすること 
 

ア 十分に養護のゆきとどいた環境のも

とに、くつろいだ雰囲気の中で子ど

もの様々な欲求を適切に満たし、生

命の保持及び情緒の安定を図ること

イ 健康、安全など生活に必要な基本的

な習慣や態度を養い心身の健康の基

礎を培うこと 
ウ 人とのかかわりの中で、人に対する

愛情と信頼感、そして人権を大切に

する心を育てるとともに、自主、協

調の態度を養い、道徳性の芽生えを

培う 
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④ 常生活の中で言葉への興味や関心

を育て、喜んで話したり聞いたりす

る態度や言葉に対する感覚を養うよ

うにすること 
⑤ 多様な体験を通じて豊かな感性を

育て、創造性を豊かにするようにす

ること 

 
エ 自然や社会の事象についての興味や

関心を育て、それらに対する豊かな

心情や思考力の基礎を培う 
オ 生活の中で、言葉への興味や関心を

育て、喜んで話したり聞いたりする

態度や豊かな言葉を養うこと 
カ 様々な体験を通して、豊かな感性を

育て、創造性の芽生えを培うこと 

長期休業日 夏休み、春休み等の長期休業日がある。 長期休業日はない。 

給食施設 任意（幼稚園設置基準第 11 条） 義務(児童福祉施設最低基準第 32 条) 

保護者の負

担 
 

設置者の定める入園料、保育料等を納

める。(必要に応じた就園奨励事業が行

われている) 

家庭の所得等を勘案して設定された保育

料を納める。 

 
※ 他にも教員、保育士の免許・資格制度などについても相違があります。 
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